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主な改正内容

(1)国民健康保険法の一部改正に伴う関係条文の整理

ア根拠法令持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律(平成27年法律第31号)

イ法改正の概要

平成27年5月に公布された「持続可能な医療保険制度を構築するための国民

健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年度から国民健康保険都
道府県単位化が施行され、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ととも

に国民健康保険の運営を担うこととなる。

新制度においては、国民健康保険事業の運営に関する協議会(現:国民健康保
険運営協議会)が都道府県及び市町村それぞれに設置されることとなり、また、

現行の「国民健康保険運営協議会」から「市町村の国民健康保険事業の運営に関
する協議会」へと名称が改められた。

ウ条例改正の内容

法改正に伴い、国民健康保険運営協議会に関する規定を見直すとともに、長

崎市が担う国民健康保険の事務について規定することを明確にするため、関係

条文の整理を行うのと、その他所要の整備を行うもの。

工施行日平成30年4月1日
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2 国民健康保険運営協議会の役割

主な審議事項

都道府県に設置される

国保運営協議会

・国保事業費納付金の徴収

保険料水準の統一化に向けた審議等
・国保運営方針の作成

保険料水準の統一化を図る時期

統一化に向けた課題の解消策等
'その他の重要事項

1、ユ

委員

※現行の崎市国民健

行日(H30.4.1)時点に置かれている運協が施行'の運協とみなされ、任期については、現'子委の任期(H29.1.10~H31.1.9)まで2 となり、次

・被保険者代表

・保険医又は保険薬剤師代表

・公益代表

・被用者保険代表

゛ =から3年(H31.1.10~H341.9)となる

■改正後の国民健康保険法(抜粋)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第Ⅱ条国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るもので
あつて、ー・(略)ー,

せるため、首、只に首、貝の民康

険運営協i 会耒'の任期は2年であるが、政△が改正され 、

2 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、

・(略)・・ι呈^、ー・(略)ー・
る

前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(・・・(略)・・・)を審議することができる。

前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

三

主な審議事項

会を晉く。

口

に'冒される
口

・保険給付

・保険料の徴収

・その他の重要事項

金の収、ー・(略)

委員

の

^

そのの重

・被保険者代表

・保険医又は保険薬剤師代表
・公益代表

・被用者保険代表(任意)

の運'にする

※これまでと同じ

1声施行"は3 となる。なお、改正法において

道 目

に限る。)を審議させるため、

民康

会を署く。

の そのの重

に町、の民康

に限る。)を^

の こ1

3
4



3 長崎市国民健康保険条例新旧対照表

0長崎市国民健康保険条例

(趣旨)

第1条この条例は、法令に定めがあるものを除くほか、本市が行う

国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条長崎市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次のとおり

とする。

0)~(3)(略)

現行

0コ

第3条~第5条(略)

(保健事業)

第6条本市は、国民健保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」

という。)第72久の41こ規定する特定健康診査等を行うものとするほ

か、これらの事業以外の事業であつて、保険給付又は被保険者の健

康の保持増進のため必要がある場合は、次に掲げる事業を行う。

a)~⑦(略)

第7条~第13条(略)

昭和34年3月26日

条例第3号

0長崎市国民健康保険条例

(趣旨)

第1条この条例は、法令に定めがあるものを除くほか、本市が行う

国民健康保険の事務について必要な事項を定めるものとする。

(国民健康険業の運営にする協議会の委員の定数)

第2条長崎市国民健康保険運営協議会(国民健保険法(昭和33

改正案

年法律第192号。以下「法」という。)-11条第2項の規定に基づき

本市が設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

をいう。)の委員の定数は、次のとおりとする。

細~③(略)

第3条~第5条(略)

(保健事業)

第6条本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うもの

附則

この久伊」ほ、平成30年4月1日から施行する

とするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保

険者の健康の保持増進のため必要がある場合は、次に掲げる事業を

行う。

m~⑦(略)

第7条~第13条(略)

'

昭和34年3月26日

条例第3号


